
桑名市カスタマーハラスメント対策委員会規則をここに公布する。 

令和７年４月１日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇   

桑名市規則第 29号 

桑名市カスタマーハラスメント対策委員会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、桑名市カスタマーハラスメント防止条例（令和６年桑名市条例第 43 号。以下

「条例」という。）第７条第４項の規定に基づき、桑名市カスタマーハラスメント対策委員会（以下

「委員会」という。）の組織その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（委員会の構成等） 

第３条 委員会は、委員６人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 法律に関し識見を有する者 

 (2) 労働者を代表する者 

 (3) 商工業者を代表する者 

 (4) 消費生活における問題に関し識見を有する者 

 (5) 不当要求行為対策に関し識見を有する者 

 (6) 前各号に掲げる者のほか、カスタマーハラスメント対策に関し識見を有する者 

２ 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ１人置き、委員の互選によって定める。 

３ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （オブザーバー） 

第４条 委員会は、前条に規定する委員のほか、必要と認めるときは、オブザーバーを置くことがで

きる。 

２ オブザーバーは、委員長の求めに応じて委員会の会議に出席（オンラインによる出席を含む。以

下同じ。）をし、専門的見地から委員会の所掌事務に関する助言又は協力を行うものとする。 

３ 前条第３項及び第４項の規定は、オブザーバーについて準用する。 

（委員会の運営） 

第５条 委員会の会議は、条例第８条第２項の規定による諮問を受けたときその他必要に応じて委員

長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集す

る。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

４ 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

５ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

６ 第１項及び第４項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、委員会は、書面の持ち回

りその他適宜の方法により調査審議をすることができる。この場合において、前項の規定中「出席

委員」とあるのは、「委員」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

（関係者の出席等） 

第６条 委員会は、調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明

を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。 

 （確認又は認定に係る調査審議） 

第７条 委員会は、確認又は認定に係る調査審議に必要があると認めるときは、確認又は認定の求め

を行った就業者若しくは事業者等（以下「請求者」という。）又は行為者（認定に係る調査審議の際

に限る。以下この項において同じ。）の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は請求者若しくは

行為者に対して資料の提出を求めることができる。 

２ 前項の規定による出席及び資料の提出の要求は、請求者が就業者であるときは、当該就業者を就

業させている事業者等に対してもすることができる。 



３ 委員会は、認定に係る調査審議の際は、行為者に対し、出席要求書（様式第１号）を送付して行

為者の出席を求め、意見又は説明を聴くものとする。この場合において、行為者は、委員会に出席

をして意見の陳述若しくは説明を行い、及び資料を提出し、又は委員会への出席に代えて陳述書及

び資料を提出することができる。 

４ 出席要求書には、請求者が提出したカスタマーハラスメント確認・認定請求書に記載されたカス

タマーハラスメントに該当すると考えられる言動（就業者の氏名を除く。）を記載するものとする。 

５ 第３項の規定にかかわらず、行為者が出席をしないとき、又は出席に代わる陳述書の提出をしな

いとき（行為者の所在を確知できないため出席要求書の送付ができないときを含む。）であっても、

委員会は、認定に係る調査審議をすることができる。 

６ 委員会は、確認又は認定に係る調査審議にあっては、請求者に不利益が生ずることがないよう、

当該求めにおける就業者及び事業者等との関係等に配慮するよう努めなければならない。 

（答申） 

第８条 委員会は、条例第７条第２項の規定による調査審議を終結したときは、市長に対し、速やか

に答申書（様式第２号）を送付することにより、条例第８条第３項の規定による答申をするものと

する。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、産業振興部商工課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  



様式第１号（第７条関係） 

 

出 席 要 求 書 

 

年  月  日 

 

              様 

 

桑名市カスタマーハラスメント対策委員会 

 委員長 

 

 当委員会は、あなたの下記言動がカスタマーハラスメントに該当するかどうかについて、調査審議

をしています。 

 つきましては、桑名市カスタマーハラスメント防止条例第８条第４項の規定に基づき、あなたの意

見又は説明を求めますので、下記日時に当委員会に出席してください。 

 なお、あなたの意見又は説明に関係する資料を提出することができます（意見聴取の日の１週間前

までに当委員会に提出してください。）。 

 また、当委員会に出席することに代えて、陳述書（あなたの意見又は説明を記載したもの）と資料

を提出することができます（陳述書と資料は、意見聴取の日の１週間前までに当委員会に提出してく

ださい。）。 

 

記 

 

１ あなたの言動（調査審議の対象となっている言動） 

 

２ 意見聴取の日時 

   年 月 日  時 分 

   （場所 ） 

 

以上 

  



様式第２号（第８条関係） 

 

答 申 書 

 

年  月  日 

 

桑名市長 様 

 

桑名市カスタマーハラスメント対策委員会 

委員長 

 

 年 月 日 付けで諮問のありました件について、桑名市カスタマーハラスメント防止条例第８条

第３項の規定に基づき、下記のとおり、答申します。 

 

記 

 

１ 結論 

 

２ 理由 

 

 

以上 

 

 

  



参 考 

（制定のあらまし） 

桑名市カスタマーハラスメント対策委員会の組織その他運営に関し必要な事項を定めるため規則

を制定するものであります。 


